
　
７
月
13
日
㈪
に
、
65
歳
以
上
の
人
へ
介

護
保
険
料
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

保
険
料
額
は
、
本
人
の
前
年
の
所
得
額
や

年
金
収
入
額
と
、
本
人
や
同
じ
世
帯
の
人

の
市
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
っ
て
算
定
し

て
い
ま
す
。

　
災
害
に
あ
っ
た
と
き
や
、
収
入
が
著
し

く
減
少
し
た
と
き
は
、
申
請
す
る
こ
と
に

よ
り
保
険
料
の
減
免
や
徴
収
猶
予
の
措
置

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
８
月
１
日
㈯
以
降
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
際
の
自
己
負
担
割
合
を
記

載
し
た
証
を
、
７
月
27
日
㈪
以
降
順
次
発

送
し
ま
す
。

　
な
お
、
８
月
１
日
時
点
で
介
護
保
険
要

介
護
・
要
支
援
更
新
（
変
更
）
認
定
申
請

中
の
人
は
、
認
定
結
果
に
同
封
し
ま
す
。

　
現
在
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
７
月

31
日
㈮
で
す
。
８
月
以
降
分
の
更
新
申
請

の
お
知
ら
せ
を
６
月
下
旬
に
発
送
し
ま
し

た
の
で
、
引
き
続
き
認
定
が
必
要
な
人
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
更
新
申

請
の
お
知
ら
せ
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
は
郵
便
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
こ
の
認
定
証
は
、
介
護
保
険
要
介
護
・

要
支
援
認
定
を
受
け
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介

護
療
養
型
医
療
施
設
に
入
所
し
て
い
る

人
、
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
人
の
食

費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
を
限
度
額
ま

で
に
抑
え
、
負
担
を
軽
減
す
る
も
の
で

す
。

※
負
担
段
階
を
判
定
す
る
対
象
所
得
に
は

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税

年
金
も
含
ま
れ
ま
す
。

介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証
の
更
新
受
付
が

始
ま
り
ま
し
た

介
護
保
険
負
担

割
合
証
を
発
送
し
ま
す

介
護
保
険
料
納
入

通
知
書
を
発
送
し
ま
す

Ｑ
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
く
て
も

保
険
料
を
納
め
る
の
で
す
か

Ａ
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則

40
歳
以
上
の
人
は
保
険
料
を
納
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
．
保
険
料
を
納
め
な
い
と
ど
う
な
る

の
で
す
か

Ａ
．
滞
納
し
た
期
間
に
応
じ
て
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
が
引

き
上
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
支
給
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
Ｑ
＆
Ａ

保
険
料
の
減
免
・
徴
収
猶
予

あ
な
た
や
家
族
の
将
来
を
支
え
る
た
め
に 

介
護
保
険
制
度

　
低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減
措
置
に
つ
い

て
、
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
に
合

わ
せ
て
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
第

１
段
階
か
ら
第
３
段
階
ま
で
を
対
象
に
保

険
料
の
軽
減
を
行
い
ま
す
。

※
第
４
段
階
か
ら
第
11
段
階
の
保
険
料
に

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

トピックス

所得段階 対象者 保険料の割合 年間保険料額

第１段階

生活保護受給者

基準額× 0.30
（0.375）

23,487 円
（29,359 円）

本
人
が
市
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

次のいずれかに該当する人
・老齢福祉年金受給者
・本人の前年の合計所得金額（年金所
得額を除く。）＋課税年金収入額の
合計が 80万円以下の人

第２段階

第１段階に該当せず、本人の前年の合
計所得金額（年金所得額を除く。）＋
課税年金収入額の合計が 120 万円以
下の人

基準額× 0.50
（0.625）

39,146 円
（48,932 円）

第３段階 第１、第２段階に該当しない人
基準額× 0.70

（0.725）
54,804 円
（56,761 円）

（　　）は軽減前

第１号被保険者所得段階別保険料（令和２年度）　＊抜粋

　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
健

や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
介

護
が
必
要
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
自
立

し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
、
社
会
全

体
で
支
え
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　

一
定
の
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と

き
、市
町
村
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
で
、

指
定
さ
れ
た
事
業
者
か
ら
介
護
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

介
護
保
険
料
が

一
部
変
わ
り
ま
す

【
問
い
合
わ
せ
】　
介
護
高
齢
福
祉
課

　
　
　
☎
26
・
３
９
３
９　
℻  
26
・
３
９
５
０　

kaigo@
city.iga.lg.jp

介
護
保
険
制
度
と
は

　

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
介
護
保
険
料
の
納
付
は
、
年
金
か
ら
の

天
引
き
（
特
別
徴
収
）
で
す
。

　

特
別
徴
収
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
の
納
付
（
普

通
徴
収
）
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
40
〜
64

歳
の
人
の
保
険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
医

療
保
険
料
と
一
括
納
付
と
な
り
ま
す
。

【
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
人
】

○
老
齢
・
退
職
年
金
、
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
が
年
額
18
万
円
（
月
額
１
万
５
千

円
）
未
満
の
人

○
65
歳
に
な
っ
た
直
後
の
人

○
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
直
後
の
人

○
年
度
当
初
（
４
月
１
日
現
在
）
で
年
金

を
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
人

○
年
度
途
中
に
保
険
料
の
所
得
段
階
が
変

更
に
な
っ
た
人

○
年
金
を
担
保
に
し
て
資
金
の
貸
付
を
受

け
た
人　
な
ど

保
険
料
の
納
め
方
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